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  富田林市学童クラブ補助員（短時間非常勤職員（会計年度任用職員））募集要領 

【令和６年度随時登録用】 

 

１．募集職種及び資格 

（１）募集職種 

学童クラブ補助員 

（２）資格 

放課後児童支援員認定資格、保育士資格（地域限定保育士を含む）、社会福祉士資格、

教育職員免許法第４条に規定する免許状（幼稚園教諭・小中学校教諭・高等学校教諭等の

免許状）のいずれかを有する人、もしくはそれに相当する子育て等の豊富な経験を有する者。 

※次のいずれかに該当する人は登録できません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくな

るまでの人 

・富田林市において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２．申し込み 

（１）申込方法 

申込に必要な書類を持参し、申し込んでください。 

※郵送での受付はいたしません。 

（２）受付時間 

午前９時から午後５時３０分まで 

（３）受付場所 

富田林市役所 ４階 こども未来部こども育成課 

（４）申込に必要な書類 

①富田林市学童クラブ補助員（短時間非常勤職員（会計年度任用職員））登録申込書 

※写真貼付・所定の事項を記入 

②資格証明書の写し 

※取得者のみ 

（５）採用 

申込時点で登録申込名簿に登載されます。年度途中で採用が決定した場合は随時連絡い

たします。 

※登録の有効期限は、令和７年３月３１日までです。 

※未決定の場合は、原則連絡いたしません 



 

 

３．勤務形態 

（１）勤務場所 

富田林市立小学校内の各学童クラブ 

（２）勤務内容 

学童クラブ指導業務 

※各学童クラブにおける常勤指導員（非常勤職員）の補佐及び代替 

（３）賃金 

【令和６年度支給実績】時給１，１００円 

※通勤費用別途支給あり 

（４）勤務時間等（予定） 

①補助員 

勤務日：月曜日～土曜日の間の週３日から４日程度 

勤務時間：学童クラブ開設時間内で指定された時間 

※学童クラブ開設時間 

学校開校日（月曜日～金曜日）：午後１時から午後７時 

土曜日：午前８時３０分から午後５時 

学校長期休業日（月曜日～金曜日）：午前８時から午後７時 

※学校の下校時刻により勤務開始時間は変動することがあります。 

②短時間補助員（学校長期休業日の補助員） 

勤務日：月曜日～金曜日 

勤務時間：・午前８時から午前１０時３０分 及び 午後４時３０分から午後７時 

        ・午前９時から午後５時（夏期のみ） 

 

４．その他 

（１）申込書類は、返却いたしません。 

（２）申込書に記載された情報は、令和６年度富田林市学童クラブ補助員（短時間非常勤職員（会計

年度任用職員））登録のために用い、それ以外の目的には使用しません。また、富田林市個人情

報の保護に関する法律施行条例に基づき適正に管理します。 

 

５．問い合わせ先 

  富田林市 こども未来部 こども育成課 管理係 

０７２１－２５－１０００（内線２８2） 


